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発達障害児の養育者が求める支i援

～堺市質問紙調査より～
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〔論文要旨〕

　大阪府堺市を対象に，発達障害児を取り巻く現状と養育者が必要としている支援を把握することを目

的に質問紙調査を実施した。この調査は，政令指定都市における，発達障害者支援法施行・特別支援教

育導入後初めての大規模な調査研究である。支援教育および療育を受けている子どもの養育者に質問紙

1，473通を配布し546通回収した。うち発達障害群（自閉症・注意欠陥多望性障害・学習障害）は293名

（53．7％）、その他群は216名（39．6％）であった。就学前，小学校，中学校の各回ともに，幼児期早期，

就学前，そして障害に気づいたときに支援を求めていた。また市に対しては，子育て支援の要望が最も

多く，学校や療育での支援，余暇活動や卒業後の支援がそれに次いで多かった。
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1，はじめに

　発達障害者の自立および社会参加と，その生

活全般にわたる支援を図ることを目的として，

2005年に発達障害者支援法が施行された。これ

により，自閉症アスペルガー症候群その他の

広汎牲発達障害，学習障害，注意欠陥多動性障

害その他の発達障害の早期診断発達支援を行

うことに関する国および地方公共団体の責務を

明らかにするとともに，学校教育における発達

障害児への支援，発達障害者の就労の支援，発

達障害者支援センターの指定等などが示され

た。また学校においても，2006年に学校教育法

の一部が改正され，従来の視覚障害者，聴覚障

害者，知的障害者，肢体不自由者または病弱者

に対する特殊教育という概念が改められ，知的

発達に遅れのない発達障害も含めて，障害のあ

る幼児児童生徒の自立や社会参加を支援する視

点に立ち，幼児児童生徒一人一人の教育的ニー

ズを把握し，適切な指導および必要な支援を行

う特別支援教育が2007年度より実施されてい

る。このように発達障害児の生涯にわたる支援

に関する法が整備されつつある中で，発達障害

児・者支援の現状を調査し，今後の課題を明ら
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かにすることが必要である。

　堺市は2006年4月より政令指定都市となり，

人口は約83万人，年間出生数は約7，800人であ

る。大阪大学大学院医学系研究科子どものここ

ろの分子統御機構研究センターは，堺市の委託

により，　2006年度より同市における発達障害児・

者に対する総合的な支援のシステム作りを目標

とした研究事業を進めている。研究事業の主要

な目的は，①発達障害の早期発見・早期療育法

を提案すること，②発達障害のある人とその家

族へ連続性のある支援を提供し，発達障害児・

者の生活しやすい地域づくりを可能にする支援

体制を提案することである。そのためには堺市

における発達障害児を取り巻く現状を知り，発

達障害児を持つ養育者が必要としている支援の

内容を把握することが重要である。

皿．目 的

　本研究においては，堺市における発達障害児

とその家族の現状を知り，ならびに養育者が家

庭での日常生活や，保育所，幼稚園，学校や支

援機関などにおいて，現在，および過去のどの

時期にどのような支援が必要と感じたかを把握

することを目的とした。

皿．研究方法

1．対　象

　堺市在住の通所教室・通園施設，小・中学校

養護学級，および養護学校小・中学部に在籍す

る子どもの養育者を対象とした。本研究では通

常学級在籍の発達障害児は対象者を決定するこ

とが困難である等の理由により対象としなかっ

た。

　なお，学校教育法の改正によって2007年4月

に養護学級は特別支援学級（大阪府は支援：学

級），養護学校は特別支援学校（大阪府は支援

学校）と名称が改められている1）が，本研究実

施当時，堺市ではまだ従来の養護学級養護学

校の名称を使用していたため，本論文において

も調査時の堺市と同様の表記とした。

2．調査期間

2007年7月～2007年9月。
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3．調査方法

　堺市および堺市教育委員会の了解のもと，堺

市の通所教室・通園施設小・中学校養護学級，

および養護学校小・中学部の担任職員，または

学校教員に養育者への質問紙配布を依頼し，郵

送法で回収した。なお，堺市外の養護学校小・

中学部へ通う堺市在住の子どもの養育者に対し

ても同様に実施した。

4．質問紙内容

　今回の調査のために独自に作成した計41項目

（小・中学生の子どもをもつ養育者を対象とし

たものは計40項目），8ページの質問紙を使用

したρ内容は，診断名，療育機関・学級・学校

の種別，発達について最初に気になった年齢と

その内容，診断を受けるまでの期間，診断を受

けた年齢，診断後のフォローの有無や内容，現

在気になることや困っていること，これまでに

取り組んできたこと，休日の過ごし方，専門的

知識の情報源，療育機関や学校の満足度とその

理由，支援：が必要だった年齢とその内容，堺市

に希望する支援等の質問項目からなる。なお，

回答方法は，多項選択式が原則であるが，一部

の項目では自由1記述とした。

5．分析方法

　支援が必要な時期と内容に関する自由記述部

をKJ法2）に準じて解析した。具体的には，質

問項目ごとに①1回答を1カードに書き出し，

②内容をカード問で比較検討し，類似している

内容をグループ化して，グループ名を付け，③

グループ間の関係を比較検討し，関連性のある

グループを集約して再度名前を付けた。なお，

内容の妥当性・信頼性を担保するためにカード

のグループ化とグループ名作成，ならびに分

類，およびグループ名の妥当性について複数の

研究者で，繰り返し検討した。回答者の属性

等の回答についてはSPSS15．OJ（SPSS　Japan

Inc．）を用いて記述統計を行った。

6．倫理的配慮

　堺市の了解のもと，養育者への依頼文書は，

依頼者を堺市とし，調査協力は対象者の自由意

思であること，学会や論文等で発表すること等
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の倫理面に関することを記載し，調査は自記式

無記名で行った。質問紙の返送をもって，対象

の研究’協力の同意を得たと判断した。本研究・

調査は大阪大学医学倫理委員会，および堺市子

ども青少年局子ども青少年総務課の承認を得て

実施した。

1V．結 果

　質問紙調査で得られた回答のうち，本論文で

は，子どもの年齢，性別，回答者の年齢等の属

性と，養育者が障害に気づいた年齢と診断年齢

の平均，自由記述部の解析結果のみを示した。

1．回収率と回答者の属性

　通園施設210通，通所教室130通，小学校養護

学級654通，中学校養護学級229通，養護学校

小・中学部250通，合計1，473通の質問紙を配布

した。回収された質問紙は合計546通で，回収

率は37．1％であった。

　質問紙記入者の年齢層は30代，および40代が

多く，母親からの回答が93．8％を占めていた。

2．子どもの障害による分類と子どもの属性

　自閉症（アスペルガー症候群・高機能自閉

症・広汎性発達障害・自閉的傾向を含む）・注

意欠陥多門性障害・学習障害の診断を受けてい

る293名を発達障害群とし，これらの診断を受

けていない216名をその他群とした。発達障害

群の70．3％は知的障害も合併していた。子ども

の平均年齢は発達障害群で8．1±3．2歳その他

群は7．8±3．9歳であり，男女比では発達障害群

の78．5％，その平群の68．1％が男子であった。

3．発達障害群とその他群の比較

　文中の「」は養育者の記述をプライバシー

保護に配慮して一部改変したものを示した。

1）養育者の気づきと診断年齢

　養育者が最初に子どもの特性に気づいた年齢

は，発達障害群では1．9±1．3歳，その他群では

1，4±1．9歳であり，発達障害群がやや遅かった。

診断を受けた年齢は，発達障害群で3．5±2．2歳

その他門で1．9±2．5歳であり，1．6歳発達障害

群で遅かった。

小児保健研究

2）発達障害群とその他県の養育者が支援を必要とし

　た時期と，その内容（自由記述による回答）

　自由記述による回答のため，無回答の人が支

援を必要としなかったかどうかについては今回

の調査では判定できなかった。

（1）就学前の子どもをもつ養育者（図1）

　就学前の子どもをもつ養育者のうち，発達障

害群は70名士50名（71．4％），その他群は68名

中35名（51．5％）が回答した。

　発達障害群では子どもが1歳～2歳の時に支

援が必要だったと感じている養育者が多かっ

た。とりわけ，1歳代で支援：が必要だったと回

答した養育者は40．1％を占め最も多かった。「ど

こへ行っても様子を見ましょうと言われ，すべ

きことがわからず不安で辛かったので心のケア

が欲しかった」，「1歳6か月児健康診査（1歳

6か月健診）で親が訴えてから3歳児健康診査

（3歳児健診）までにもつとさまざまな支援が

欲しかった」，「1歳頃に発達相談員がいる子育

て教室がほしかった」などの早期発見や指導・

療育，養育者の精神的な支援を求める意見が

あった。また，養育者への精神的な支援：が必要

だったとの回答が発達障害群のみでみられたこ

とは特徴的であった。乳幼児健康診査（乳幼児

健診）に関連した要望としては，1歳6か月健

診において，専門家からの発達に関する知識の

提供発達を促すための遊びについての具体的

な指導や発達相談を受けること，3歳児健診ま

での支援などを求める意見があった。2歳代で
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45．0

40．0

35．0

30．0　一

25．0

20，0

15．0

10，0

5．O

o．o

1

一

一
1＝

＝
一

　　　　　　　　一
@　　　　　　　巳
@　圏　　　　　　■@　■　■1■［　1

＝
＝

就
学
前

就
園
前

3
歳
以
上

2
歳
代

1
歳
代

0
歳
代

□発達障害群（N＝50）

□その他群　（N＝35）

年
齢
明
記
な
し

自由記述の解析結果（複数回答）

図1　就学前の子どもを持つ養育者
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の乳幼児健診を求める意見も発達障害群のみで

得られた。

（2）小学生の子どもを持つ養育者（図2）

　小学生の子どもをもつ養育者のうち発達障害

群は168名中128名（76．2％），その障壁は113名

中69名（61．1％）が回答した。

　発達障害群では，障害に気づいた時に支援

が必要だったとの回答が最も多く20．5％であ

り，そのうちの59。4％が養育者への支援を求

める意見だったが，これはその丁丁では認めら

れなかった。具体的には「気づいてから相談に

応じてもらえるまでに非常に時間がかかり不安

だった」，「親は子どもの障害について話すこと

によってストレスを解消するので，親の会につ

いての情報や，親のための勉強会がもっとほし

かった」などの意見があった。

　次いで，2歳代と就園前に支i援が必要だった

とする養育者が多く，ともに回答者の16．1％で

あった。2歳代に必要とした支援内容として，

養育者への精神的な支援や療育への参加を挙げ

る養育者が多数いた。就園前には「自分がほっ

とする時間さえもないので専門員に預かってほ

しかった」との回答があったが，その他群には

同様の回答はなかった。

　また，「子どものトラブルは自分の子育ての

悪さが原因と思っていた」との未診断のため

のストレス，「就学前に友だちとの関係を学べ

る機会がほしかった」との子どもの社会性を促

す支援を求める意見は発達障害群のみで得られ

た。

（3）中学生の子どもを持つ養育者（図3）

　中学生の子どもをもつ養育者のうち発達障害

群は55名中43名（78．2％），その他群は35名中

21名（60．0％）が回答した。

　発達障害群では就学前や小学生の子どもを持

つ養育者と異なり，乳幼児期に支援を必要とし

ていたと回答した養育者が最も多く，26．3％を

占めていた。乳幼児期のうち具体的に2歳代を

あげた養育者は21．1％であった。その他群にお

いても乳幼児期に支援を必要としていたとの回

答はあったが，その他群は3歳代に支援が必要

だったとの意見が最も多かった。

　発達障害群では，子どもへの継続的な専門的

指導・支援の必要性を訴える意見が多数得られ

た。また，早期診断が必要な理由として，「早

期診断の結果，子どもの特性や対応法について

のアドバイスを得られ，就学前に学校側に子ど

もの特性を伝えることができ，結果的に子ども

にとって良かった」との経験：が述べられていた。

　中学生の子どもを持つ養育者に特徴的な回答

は，「就労に向けて必要な自立ができるように

1してほしい」，「親が世話をできなくなった年齢

の子どもの自立への支援をしてほしい」など将

来に向けた支援を求める意見であった。このよ

うな意見は，両群から得られた。
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図2　小学生の子どもを持つ養育者 図3　中学生の子どもを持つ養育者
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3）発達障害群とその他誌の養育者が堺市に希望する

　支援（図4，5）

　発達障害群の就学前の子どもを持つ養育者

70名中61名（87．1％），小学生の子どもを持つ

養育者168名中147名（87．5％），中学生の子ど

もを持つ養育者55名中46名（83．6％）が，その

他群の就学前の子どもを持つ養育者68名四37名

（54．4％），小学生の子どもを持つ養育者113畠

中76名（67．2％），中学生の子どもを持つ養育

者35名中28名（80．0％）が回答し，いずれの年

代も発達障害群の方が多かった。しかしながら，

自由記述による回答のため，無回答の人が支援

を必要としなかったかどうかについては今回の

調査では判定できない。

　両群ともすべての年代に共通して最も多く

求められていた支援は子育て支援であり，就

学前の子どもを持つ養育者では発達障害群の

52．5％，その他群の43．2％，小学生の子どもを

持つ養育者では発達障害群の52．4％，その他群

の56．6％，中学生の子どもを持つ養育者では発

達障害群の58，7％，その他群の50．0％を占めた。

発達障害群では，具体的には，「親に対して子

どもへの対応の仕方をアドバイスすることも重

要」，「障害の程度にかかわらずショートステイ

や学童保育を利用できるようにしてほしい」な

ど相談の充実，ショートステイやガイドヘル

パー等，社会的リソースの利用機会拡大を求め

る意見が多く得られた。経済的負担の軽減も求

められており，療育手帳の取得枠拡大や療育手

帳の利用範囲拡大等の福祉・経済的支援を求め

る意見も得られた。養育者が障害を受容できる

ような精神的な支援養育者同士の交流を持て

る機会の充実などの意見は発達障害群でより多

かった。

　早期発見医療機関での対応・専門医療の充

実，支援職の理解向上を求める意見はすべての

年代に共通し，発達障害群でより多くみられた。

具体的には，「発達障害児を受け入れてくれる

医療機関を増やしてほしい」，「支援をスムーズ

に受けるためにも病院と相談機関の連携を密に

してほしい」，「発達障害を診断できる医師や病

院を増やしてほしい」などが挙げられていた。
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図4　発達障害群の就学前・小学生・中学生の子どもを持つ養育者
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自由記述の解析結果（複数回答）

図5　その他群の就学前・小学生・中学生の子どもを持つ養育者

　その他の意見としては，「i親・病院・学校が

連携の取れるような体制作りをして指導機関を

充実させてほしい」，「母親が安心して仕事がで

きる支援をしてほしい」，「療育施設や園などが

発達障害児への支援をしゃすいように市から支

援やアドバイスをしてほしい」等があった。

　学校での支援の充実は発達障害群，その他群

ともに小・中学生の子どもを持つ養育者が多く

求めていた。発達障害群では具体的に，「障害

特性に合った教育が受けられるように海外のよ

うにアスペルガー症候群のための学校をつくっ

てほしい」，「専門的知識を持った教員を多く配

置してほしい」，「教員への発達障害に関する研

修制度を充実させてほしい」など，発達障害児

への適切な教育や教員の障害理解と指導力の向

上を求める意見が多く得られた。その他，知的

発達に遅れのない発達障害児への配慮や「自閉

症児は人や新しいことに慣れるのに非常に時間

がかかるため介助員を毎年変えないでほしい」

などの障害特性に合わせた人員配置を求める意

見は発達障害群のみで得られた。

　中学生の子どもを持つ養育者においては，就

労・学校卒業後の支援への要望が多くなり，こ

れは両群に共通していた。具体的には，「親亡

き後が不安なので，生活支援をしてほしい」，「働

ける場所を増やしてほしい」などの意見が両群

で得られた。

　放課後・余暇支援については，発達障害群で

はすべての年代の養育者が求めていたが，その

他群では小・中学生の子どもをもつ養育者が求

めていた。就学前の子どもをもつ発達障害群の

養育者は具体的に，「小学校入学後，学童保育

に受け入れてほしい」，「小学校入学後の放課後

の過ごし方についてアドバイスしてほしい」な

ど，小学校入学後の支援を必要としていた。小・

中学生の子どもをもつ養育者では両群ともに，

「障害児を対象とした習いごとを充実させてほ

しい」，「休日や長期休暇に余暇支援をしてほし

い」，「キャンプなどの余暇活動のプログラムを

充実させてほしい」など預かってもらえる場以

外のより具体的な余暇支援についての意見が得

られた。
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4）発達障害群の養育者に特徴的な意見

　調査の結果から，幼児期1～就学前に支援：の

ニーズが高いこと，また，子育て支援，適切な

療育・教育を含めた生涯にわたる専門的支援，

医療・教育・福祉をつなぐネットワーク形成は

子どもの年齢に関わらず必要とされていること

がわかった。

　一方で，ライフステージに応じて必要とされ

る支援の重点は変わっていくことが示された。

幼児期には早期発見，療育施設の拡充，療育対

象年齢枠や療育時間の拡大を求める声が多かっ

た。具体的には「自閉症専門の療育施設をつ

くってほしい」，「小学校低学年を対象とした通

所教室が欲しい」，「通所教室の日数を増やして

ほしい」，「子どもの半年や1年は非常に大きい

ので待機なしで療育を受けられるようにしてほ

しい」などの意見があった。その他，相談機関

や支援施設の充実，支援制度の整備，発達障害

に関するわかりやすい情報提供も求められてい

た。乳幼児期に支援を希望する養育者が多かっ

た理由として周囲の無理解に苦しんでいること

や人間関係の築きにくさなど発達障害の特性と

関連した回答があったことがその他群と異なっ

ていた。また，支援職の障害理解の向上と発達

障害を専門とする人材の育成バリアフリー，

きょうだい支援は発達障害群のみで得られた意

見であった。

　学齢期には，発達障害群においてその他群よ

りも，支援職や教員の知識・指導力の向上，子

どもの特性に合わせた支援等が多く求められて

いた。また，支援職や教員の研修を求める意見

は発達障害群のみで得られた。生涯にわたる支

援，また，地域の理解を求める意見のほとんど

が発達障害群の養育者であった。

V，考 察

1．これまでの研究および，調査で明らかとなった

　概要

　現在までに発達障害児の子どもを持つ養育者

を対象に行った同様の調査としては，広島県

三原市における玉井らの52名への調査3），佐賀

県における釘崎らの31名への調査4），長崎県に

おける伊藤らの85名への調査5），相浦らの10名

への調査6），加藤の25名への調査報告7）がある。

小児保健研究

いずれの調査研究でも養育者は早期発見・療育，

乳幼児期の情報提供，養育者支援，各機関間の

連携強化，教員の理解向上，生活支援，相談・

療育機関の充実，専門家による学校指導，世間

への周知などを求めている。

　本研究の結果は，上記の先行研究の結果を裏

付けることとなったが，本研究の意義は，①発

達障害者支援法施予後，特別支援教育導入後の

調査としては初めてであること，②政令指定都

市で実施した都市部での調査であり，いずれの

既報よりも多い293名の発達障害児の養育者に

対し行ったことである。言い換えると，当研究

は，法嗣備後の都市部における発達障害児の養

育者に対する初めての大規模な質問紙調査であ

り，現状を偏り少なく反映しているものと考え

られる。

2．早期発見・早期療育についての課題

　その他群では早期発見を求める意見が小学生

の子どもをもつ養育者からのみ得られたのに対

し，発達障害群ではすべての年代の養育者が早

期発見を求めている。この結果は，発達障害が

一見しただけではわかりにくい障害であるた

め，早期発見のためのシステムがまだ完全でな

いことによる可能性がある。しかしながら，発

達障害群の養育者の早期発見の希望に応えるう

えでさまざまな課題がある。まず，複数の研究

において養育者が子どもの発達の問題を受け入

れることの難しさについての報告がなされてい

る4・　6・　8～1。）。実際の健診場面において発達を話題

にすることに抵抗を示す養育者がいることも事

実である。養育者は精神的な支援も同時に必要

としていることから，早期発見システムは養育

者が子どもの障害や特性を受け入れ，前向きに

子育てをしていくことを可能とする情報提供と

精神的な支援を組み込んで作り上げていく必要

があると考えられる。さらに，本研究において

発達障害群ではどの年代においても子どもが2

歳の時に支援が必要だったと回答した養育者が

多かった。その理由として，その他群では養育

者が子どもの特性に気づいた平均年齢が1．4±

1．9歳であり，1歳6か月健診が相談の機会に

なり得ると考えられるが，発達障害群では養育

者が子どもの特性に気づいた平均年齢が1．9±
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1．3歳であるため，3歳児健診まで公的で定期

的な相談の機会を得にくく，その聞，養育者の

不安が高まりやすい時期11）と重なっていること

も影響していると考えられる。したがって，現

行の乳幼児健診以外にも発達について相談でき

るシステムが必要と考えられる。

3．養育者への支援と情報提供について

　本研究ではどの年齢においても養育者への支

援が必要であるとの回答がみられ，これは両群

に共通している。特に知的発達に遅れのない発

達障害児は，身体障害，知的障害を持つ子ども

と比較して周囲に障害を認知されにくく周囲の

理解を得られにくいこと，実際に非常に育てに

くく手がかかることなど，さまざまな葛藤やス

トレスに苦しんでいると考えられる。複数の相

談機関が子どもの発達に関する相談に応じ，子

どもへの対応の仕方をアドバイスしているが，

本研究では相談機関の待機期間が長く辛かった

との意見もあり，まだ十分置ーズに答えられて

いるとはいえない。多くの養育者が子どもの発

達を促す関わり方の指導を求めていることは，

診断を受けるまでの期間や療育の待機期間が長

いことが影響しているのではないかと考えられ

る。診断までの養育者への精神的サポートの必

要性は，今回の質問紙で初めて1明らかにされた

ことであり，今後，乳幼児健診から連続した支

援：システムの構築，ヘルパー利用等による身体

的負担の軽減などの総合的な支援が必要である

と考えられる。

　支援についての情報は，市のホームページや

広報へ掲載などされているが，多くの養育者か

ら情報提供を求める意見が得られたことは，現

在の情報提供の仕方では十分とはいえないのか

もしれない。インターネットへのアクセスが充

実していない養育者に対しては，乳幼児健診の

際に保健センターの電話番号と来談可能な日時

等の重要情報を記載したチラシや相談機関のパ

ンフレット等を配布するなどの工夫も必要かも

知1れない。また，紙媒体に親和性の低い養育者

には，相談先に関する情報を自治体のホーム

ページのトップや広報の目立つ場所へ掲載し，

その際に，フォントを拡大し，字数を減らすな

ど視覚的にわかりやすい情報提供をする等の工
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夫が考えられる。さらに，より詳しい内容の情

報を求める養育者に対しては，地域の支援リ

ソースをまとめて定期的にアップデートしてお

く必要がある。

4，子どもの特性に合わせた教育，および支援体制

　について

　就学前の子どもをもつ養育者では療育の充実

と保育所・幼稚園での支援：を，小・中学生の子

どもをもつ養育者では学校での支援への希望が

多く寄せられており，なかでも教員数の不足や

学校設備の問題は両群に共通している。しかし

ながら，支援職の障害理解の向上は発達障害群

のみで，支援職や教員の知識の向上や研修の機

会を求める意見は発達障害群でより多く得られ

たことは特徴的である。法整備がなされた現在

においても発達障害児の学校における支援につ

いて多くの養育者が不安を持ち，個人に応じた

適切な教育を希望しているのは，特別支援教育

が開始されたもののまだ種々の問題があること

を示唆していると考えられる。

　特別支援教育では，支援職や教員に対して従

来以上にそれぞれの子どもに合わせた支援をす

るように義務づけているが，支援職や教員の人

数は変わらないうえに，学校数不足や校内設備

の不備は往々にして迅速な解決は難しい。個人

に合わせた支援をするために教員が療育先へ行

く等の工夫もされているが，財政的な支援はな

されていない5・12）。支援職・教員のスキルアッ

プ，設備の改善のために財政面を含む行政から

の支援が必要である12）。また，今後の支援職を

対象とした研修機会において障害特性理解障

害特性に合わせた支援法のみならず養育者への

アドバイスの仕方など，より高度な内容を盛り

込んでいくことを検討していく必要があると考

える。

　石川らが宮城県で調査したように13），本研究

においても各機関の連携不足が発達障害群のす

べての年齢の子どもをもつ養育者に指摘されて

いる。この結果は，発達障害児・者への支援に

ついては精神発達遅滞や肢体不自由に比べて法

整備からの年月が浅いことが理由の一つと考え

られる。一方，個人情報保護法が壁となって子

どもについての情報交換が難しくなっているこ
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とも，今後の検討課題の一つであると考える。

各機関の連携が密になることにより個人に適し

た一貫支援を行うことは変更に適応しづらい特

性を持っている発達障害児・者にとって非常に

重要である。発達障害児・者が一貫した支援を

受けられるようにするためには，中心となって

支援の全体像を把握し，各機関と密に連携を取

りながら継続的な支援を提供していく発達障害

者支援センターの充実が必要であると考えられ

る。

　適切な余暇支援は，発達障害児・者にとって

は余暇の過ごし方を学ぶ機会として，家族に

とっては安心して子どもを預けてリフレッシュ

する時聞として重要である。さらに，余暇の過

ごし方を学ぶことは，就労挫折を予防するため

にも重要であることが報告されている14）。本研

究では余暇支援への希望も多く寄せられてお

り，今後取り組んでいくべき課題であると考え

られる。

　発達障害群の中学生の子どもを持つ養育者か

らは就労支援の希望がその他群の中学生の子ど

もを持つ養育者より多く寄せられており，全国

的にみても発達障害者への就労支援が充実して

いる地域は少ない。雇用推進には地域の理解を

促進していくことが重要であり，そのためには

啓発活動が欠かせない。

5．まとめ

　今回の調査で堺市在住のさまざまな年齢の子

どもをもつ養育者のニー一一一一ズを把握することがで

きた。われわれは，この調査をもとに2008年4

月24日に，以下の7項からなる提言書を堺市長

へ提出した。

①早期発見と高度に専門的な早期療育の提供

　遂行のためには支援員のスキルアップと受け

入れ枠の増加が必要。

②学校教員，保健師保育輝輝の支援職に対する

　研修活動

　発達障害に対する知識とその対応についての

セミナーなどの開催が必要。

③養育者への相談窓口の整備

④障害者の就労支援

　就労相談窓口の整備，就労施設における支援

職の研修，ジョブコーチの配置等による企業・

小児保健研究

公的機関への就労支援。

⑤　学童保育への発達障害児の受け入れの促進と長

　期休暇支援の実施

⑥　生涯を通じて一貫性のある支援プログラムの作成

⑦経済的支援

　この提言を受けて，堺市では，発達障害を診

断するための医療拠点を創成し，療育枠の拡充

を行った。また，われわれは，早期発見のため

の5歳児発達相談テスト事業を開始し，啓発活

動の一貫として種々の支援職向けの発達障害に

関する勉強会を行っている。5歳児発達相談テ

スト事業は，質問紙の結果に基づいて，希望す

る養育者に対しての勉強会開催や，就学との連

携を盛り込んで施行した。

　発達障害児の適切な支援に関しては，ニーズ

調査とそれに基づいた改革が欠かせないと考え

られる。

本論文の要旨は第55回日本小児保健学会にて報告

した。
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（Summary）

　We　report　the　results　of　a　large－scale　question－

naire　survey　about　what　supports　caregivers　of

children　with　developmental　disorders　require．　The

results　showed　that　caretakers　require　the　different

support　to　their　children’s　developmental　disorders

over　different　life　stages．　Specifically，　needs　for

improvement　of　early　detection，　initiation　of　early

intervention，　and　guidance　for　caregivers　were

clairned　by　many　respondents．　Although　special

need　education　has　been　in　place　for　two　years，

most　caregivers　felt　that　training　for　the　teachers

and　teaching　assistants　about　the　characteristics

of　developmental　disorders　were　far　from　satisfac－

tory．　Caregivers　require　the　optimal　consulting　of－

fice＄，　timely　information　sharing　with　more　hands－

on　approach，　clo＄e　cooperation　of　all　institutions

concerned，　and　understanding　of　neighbors　all　the

time．　lt　is　worth　pointing　that　caregivers　were

eager　to　obtain　the　physical　and　psychological　sup－

port．　Even　though　various　measures　have　been

taken　in　th．　e　past　several　years，　there　are　stru　a　lot

to　be　needed　for　the　support　of　these　children　and

caregtvers　．

（Key　words）

caregivers，　support，　life　stage，　urettme，　cooperation
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〈アンケート1＞

☆全員の方にお聞きします

　　　　．⑯ページあります）

くあなたのプロフィールをお面春．し慶サ〉

当ては塞る讐号星しO．あるいは逼切な又字・艀を配λしてく躍さいs

嚇萄割な断りのない照り．鵬rあなた隠とは霊鴨川である保贋者とし駕す。
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　　　　　4．，指勘面　　　　　　　5．嶺短甲
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）
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S・．ゆびさしがな．い

7．人に簸面心である

9，瑠聡の．まねをしな．い

U．出ていたことばが粥x．た
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：7．その他．（

a
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．
ε
臥
漁
皿
脇
鳳
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［＝璽亙亘コ寅擢に関する專日的な剛臓Φ惰職ttどのようにして手にλれτ宕宮レたか

　　　　　　当てはまるものすべτにOをつけてください。

L
．
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鳳
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夫・響
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近所の人

その他（

2．あなたの媒

5．あなたの窟人・知人

s，療腎機関
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☆お子標の発達欄｝。・・て露を受けられてい諏欄きします」

翼闇21－1　あなたがお子様の気になるところに気凹いてから．、齢断を憂縛る霧でにどのくらいの

　　　　　　期扇がカ」かりましたか

　　　　　　：．3ヶ月以内　　　　　2．6ヶ月以内　　　　　3．1年以内

　　　　　　4，　3年以内　　　　　　　 4．　5年以内　　　　　　　 5．　5年以」＝

團齢廉園いたの舳慰欄四でt”　　　歳ごろ
質聞21－3　齢断を聞いたのはどこでで†か。当てはま6ものすべでにOをつけてく．ださい

　　　　　　【，保健所・保健セン．タ輯　　　　　2，樹院（　　　　　　　　　　　　　　　　　｝

　　　　　　3．児童相談所（子ども家庭センターまたは子ども租談所｝

　　　　　　4．隊書者翼生棚麟所　　　　　　5．枇宵センター

　　　　　　6．療窟槻国　　　　　　　　　　　　7．　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　｝

［璽廼コこhSでのvaてにおいて．・”MC：どのようなV＊一』偽れ駄かっnと思いtw

［亘璽至亘コ堺市では発達臓害児（者⊃に対する今畿の支擾のあり方壱検討していe†。と《仁．ど．

　　　　　　のような寅鍾．を軸目しtすか

質田2電一4　診断後どのような壕育摘聞や組臓機関を鵬介されましたか．当て．は掌うものすべてに

　　　　　　Oをつけてくたさい。萄によかった櫨胴にOをつけτく．距さい

　　　　　　1．保健所・保健センター　　　　2，通園雄詮　　　　 3、通所教室

　　　　　　d，児直棚談所〔子ども家庭センターまたは子ども組筏噺．》

　　　　　　5，火学等の教育機関（よろしけ側「購的に塾聞かせくだ勘馳：．　　　　　　　　　　　｝

　　　　　　6，病院　　　　　　　　　　　　　7，その他く　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　8，”断のみ？終に紹介され。，oた

〔璽璽コ囎に型陣劉たの”eこでです魅当丁■M6bのすべてに。をっけτくk’tい
　　　　　　1．　保倒野〒・｛駆短センター　　　　 2．．荊院（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　3」滋童祁談所（子ども家庭Lt1ン．夕一または子．ども相衡弄）

　　　　　　4．　陳笹斗腎」甑生相溢し所　　　　　　　5．　教育センター

　　　　　　6．通園施設　　　　　　　　　　7．通所教童

　　　　　　き．舗に受5，τいない　　　　　　9．その飽（　　　　　　　　　　　　　　）

［亘画互蔓コこれ塞で取り組んできた内容について当．ては象るものすべてに0を．つけてく薦さい

1．　鞭孕閉寮湛…　　　2．　作剰蝦法

6，TEPLCCHプログラム

9．抱っこ黛法　　10，勤物療怯

3．．曾語躍…　　4，薬物鎌法　　．5，費祭療汰

7．　行助療法　　8．　感覚統含擦蟄

n．　籍にむい

［翼間24］質問22でOをf寸けた項目のうち．こ巾」まで躍5’紹んで蓉て良か，たものの項目毒号

　　　　　　をお書きください

（　＝＝＝＝＝＝＝＝）
☆お子様が幽は躰き続き些2色のアンケートにお箸えください

☆お子様が現在、　　一　れでい

　　　　　　　　　　　　　　⇒アンケート2へ．

’昌ﾍ引唇続き雌のアンケートにお笛えください

　　　　　　　　　　　　　　⇒アンケート3へ

一5一
一6一

＜アンケート2＞

☆お子様が遡にお囲きします
　　　　　　　　⑫ベージあります）

a　raN　t1’：

1

匝コお子横は現在、ど二かに通われτい蜜すか

．通所軟蚕

　（よろし呼れぽ名爵をaえてく廻さいく例鳶ぽ㌧めだか混イ鴨つ絃さa塞）．t

　麺圃櫨設（よろしけ糊ざ名UtをCtえてください：

　傑億センターの裂子教寵

　　（よ．うしければどのよ．うな内霧か紋えてください1

　その他（

［璽亟塾コ質問29の理由．をわ司かせくだeい

1

’2．

3．

4．

｝
｝

）
｝

［質閏3t］毎俄受駿ζとで、．㊨鞘に雛しい乱脈リ衷．レたか

［＝璽堕コ以前にお子糧が係官爾‘卿｝・幼轍魍に通っておられたことはあ”塞すか

　　　　　　1、　ある　　　　　　　　　　　　2．　ない

1．大開あウた

4．あまりなかっ：た

2．ややあっ允

6．まったくなか？た

3，．どちらとも置えな．い

匝コ撮脅親聞には儒薦塙浄6どのくらい通わ．れτいますかくい雲したか）

歳贋から 年 ケ月

匝一う一い幽たか　　　　　　1．　1年未満　　　　　　　　2．　夏年～2隼

　　　　　　4．3年以上　　　　　　5．縛霞していない

3．2帥3年

ご協力あり．がとうござい話した

［貿聞29］現在通ってわられる職の支擾や揃導方法について満足しでいますか

　　　　　　1．大変潤．足している　　　2．ほほ満賦している　　　3，どちらともEえな．い

　　　　　　4，やや不櫛があ．る　　　　5．大変不資であ乙

緬‘紬ぶ煉↑ゆ
滋襲腰曽

一・ V・一
嶋
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414 小児保健研究

＜アンケート．3＞

匝］お子様健現往どこに潅われでい塞・Fか

　　　　　　1．小学捷養騨級備別支擾学働　　2．養顕学梗ト学邸

　　　　　　3．巾孕峻象鍾学鍬術釦支鍛学鋤　　4．養護孕段ゆ孚露

　　　　　　5．　．院肉孚鍛　　　　　　6．　その盤【

〔麺画上記の通学先硯ん灘醗お蹴せください

藤
，

E璽］学校全体の取り組み釈況について辺崔講星してい塞す伽

1．大囎足してい．る　　　2．ほ硝飼足している

．3．． Xはしていないゆ㌦腰i＝不潮はな．い

4，やや不満がbる　　　　5．大変不費であ各

E璽亟iZ］￥tt＝Stcことtt鵬諏で灘択．しで。壱つけでく燃い

　　　　　　1．　発運障害を曹1・分に麗解してほしい

　　　　　　2．発達降晋に適切O対応をしてほ．し．い

　　　　　　3．．医師や尋門膿関等．との逼嬬を図bで偲しい

　　　　　　4・担錘が盗わっても昨年度のことが界ムーズに引き．纏呼るようにしてttしい

　　　　　　：5，．係護著との漣携を十分に取。てほしい

　　　　　　6．．保密所慣lfしくは幼雑鳳小学撚中掌捷、融の漣携を十分に取eて雁しい

　　　　　　7．療壷襖闇との連携を†分に取って豚しい

　　　　　　8・・．お子様のH儲生活や将来についての相談にのって欲しい

　　　　　　9，観み書き等の菩本的な学力を身につけてほしい

　　　　　．拍，得楽を見据えた個尉の軟齎支竣計函を保霞者のβ加のもとで作腐して降．しい

　　　　　．．lL　特にない

口璽璽コ翼閻顕の理卑をお岡麗くffev

そ　．上田の置　　⇔あでは謬らないことがあじ’雲し嫉お鑑かせく継い。．

．［亟コPt校s’活で圏っτいるett’ntUかせく規い

［亜コ釧轍責．を終える．3でに、学校でお子撫二身にっttretしいことlt飼ですか

贔も身につけて歓し．いこと上位3つを遺択してOをう．ttて．く毒言．い

1．食耶や排潅、碧脱などの琳的な生酒力

2．与えられた醜を一人で実行するカ

3．祉会参加でさるための幕本的な知識や離力

．4．　仲陶とともに指動†るカ

5．余暇を上手に過ごせるカ

6．　わから．ない

？．その他（

昌9卿

｝

展爾にも胡餅⇒

ご協力ありがとうこぎいましtc

襲游撫撫
　
　
　
“
．

一lb．

＊ ＊＊ ＊＊
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